
裁 決 書

大裁（所 ・諸）令6第 13号

令和 6年 9月 13日

国税不服審判所長

国且言
清野正暑園

詞阜計

審査請求人

住所

氏名＇~
原処分庁

原処分 1 令和 5年11月13日付でされた平成30年 1月 1日から平成30年12

月31日まで、平成31年 1月 1日から令和元年12月31日まで、令和

2年 1月 1日から令和 2年12月31日まで、令和 3年 1月 1日から

令和 3年12月31日まで及び令和4年 1月 1日から令和 4年12月31

日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各

賦課決定処分 ' 

2 令和6年2月28日付でされた次の各処分

(1)平成28年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の賦課

決定処分

(2)平成28年 1月 1日から平成28年12月31日まで及び平成29年1月

1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消

費税に係る重加算税の各賦課決定処分
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審査請求人一

上記審査請求について、次のとおり裁決する。

主文

審査請求をいずれも棄却する。

理由

1 事実

(1)事案の概要

本件は、審査請求人（以下「請求人」という。）が、原処分庁所属の調査担当職

員の調査を受けて、所得税等及び消費税等に係る修正申告及び期限後申告をしたと

ころ、内容虚偽の集計表に基づき所得税等の事業所得に係る総収入金額の一部を意

図的に計上せず、消費税等の免税事業者を装い確定申告をしなかったことは、隠蔽

又は仮装に当たるなどとして、原処分庁が重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、

請求人が、当該賦課決定処分は、理由の提示に不備があり、また、消費税等の加算

税の取扱いに係る事務運営指針に反して違法であるなどとして、原処分の全部又は

一部の取消しを求めた事案である。

(2)関係法令等

関係法令等は別紙 1のとおりである。

なお、別紙 1で定義した略語については、以下、本文及び別紙 2においても使用

する。

(3)基礎事実

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

なお、以下では、所得税と復興特別所得税を併せて「所得税等」といい、消費税

と地方消費税を併せて「消費税等」という。また、消費税等の課税期間はその暦年

をもって表記し（例えば、平成28年 1月 1日から同年12月31日までの課税期間を

「平成28年課税期間」という。）、平成28年課税期間から令和 4年課税期間までの

各課税期間を併せて「本件各課税期間」といい、平成30年課税期間から令和 4年課
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審査請求人一

税期間までの各課税期間を併せて「本件平成30年以降各課税期間」という。

イ 請求人について

請求人は、平成14年頃から、 「 」の屋号でマンショ

ン共用部分の清掃及びハウスクリーニングを営む個人事業者である。

ロ 請求人が作成していた書類について

（イ）請求書

請求人は、請求人の事業に係る売上げについて、毎月末に、月ごとの請求書

（以下「本件請求書」という。）をパソコンで作成し、取引先に交付していた。

平成28年から令和 4年までの間に請求人と取引があった取引先は、一

• - 、一 、一（以下、

それぞれ「一 ‘ 「|~ 」、 「一」 とVヽう。 ） 

及び である。

一
(lJ)集計表

請求人は、毎年確定申告前に、本件請求書及び必要経費の領収書等から集計

表をパソコンで作成し、当該集計表に基づいて青色申告決算書（一般用）及び

確定申告書を作成していた（以下、当該集計表については、その年分をもって

「平成29年分集計表」などといい、平成29年分集計表から令和 4年分集計表ま

でを併せて「本件各集計表」という。）。

本件各集計表は、 「売り上げ一覧」として上記（イ）の取引先ごとの各月の売上

金額（請求金額）及び各月の合計金額、 「仕入れ一覧」として各月の合計仕入

金額、 「経費一覧」として勘定科目ごとの各月の必要経費の金額及び合計金額

並びにこれらの年間の合計金額が記載されているが、 「売り上げ一覧」の中に

は、一部の取引先に係る本件請求書の売上金額（請求金額）が記載されていな

いもの又は当該金額と異なる額が記載されているものがある。

なお、本件請求書と本件各集計表の売上金額に関する記載内容は、別表 1の

とおりである。

また、本件各集計表は保存されているが、平成28年分集計表は保存されてお

らず、請求人と原処分庁の間にその作成の有無について争いがある。

(4)審査請求に至る経緯

イ 請求人の確定申告等の状況について
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審査請求人 一

（イ）所得税等

請求人は、平成28年分から令和 4年分まで（以下「本件各年分」という。）

の所得税等について、別表 2及び別表 3の各「確定申告」襴のとおり記載した

各確定申告書に、各青色申告決算書（一般用） （以下、本件各年分の青色申告

決算書を併せて「本件各青色申告決算害」という。）を添付して、いずれも法

定申告期限までに原処分庁に提出した。

なお、本件各年分の確定申告書における事業所得の総収入金額は、別表 2及

び別表 3の各「確定申告」欄の「総収入金額J欄のとおり、いずれも900万円以

上1,000万円以下であった。

(11) 消費税等

A 請求人は、平成20年 2月29日、適用開始課税期間を平成21年課税期間とす

る消費税課税事業者届出書（基準期間の課税売上高一）を原処分

庁に提出した。

B 請求人は、平成29年 3月31日、平成28年課税期間の消費税等について、別

表4の平成28年課税期間の「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書を原

処分庁に提出した。また、請求人は、同日、適用開始課税期間を平成30年課

税期間とする消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書（基準期間の課税

売上高 ）を原処分庁に提出した。

c 請求人は、平成30年 3月30日、平成29年課税期間の消費税等について、別

表4の平成29年課税期間の「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書を原

処分庁に提出した。

D 請求人は、本件平成30年以降各課税期間の消費税等について、免税事業者

であるとして、確定申告書をいずれも法定申告期限までに原処分庁に提出し

なかった。

ロ 原処分庁の調査について

（イ）原処分庁所属の調査担当職員（以下 「本件調査担当職員」という C) は、令

和 5年 7月 5日、請求人に対し、令和 2年分から令和 4年分までの所得税等及

び令和 2年課税期間から令和 4年課税期間までの消晋税等に係る調査（以下

「当初調査」という。）の事前通知を行った。

(n)本件調査担当職員は、令和 5年 7月27日、当初調査を開始した。
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審査請求人一

調査の際、請求人は、請求人が上記（イ）の事前通知後に作成した、令和 2年分

から令和 4年分までの取引先別の各月及び年間の売上金額並びに合計金額を記

載した集計表を本件調査担当職員に提示し、一部の取引先に対する売上げを申

告していなかった旨申し出た。

当該集計表における令和 2年分から令和 4年分までの売上金額は、令和 2年

分集計表、令和 3年分集計表及び令和4年分集計表における売上金額をいずれ

も約500万円上回るものであり、その差額の大部分は、 一及び に対する売上げが令和 2年分集計表、令和 3年分集計表及び

令和4年分集計表にそれぞれ記載されていないことによるものであった。

本件調査担当職員は、令和 5年 7月27日、当初調査の対象に、平成30年分及

び令和元年分の所得税等並びに平成30年課税期間及び令和元年課税期間の消費

税等を、同年8月31日、平成28年分及び平成29年分の所得税等並びに平成28年

課税期間及び平成29年課税期間の消費税等をそれぞれ追加する旨通知し、調査

を継続した（以下、当初調査と併せて「本件調査」という。）。

(Iヽ ）本件調査担当職員は、令和 5年10月10日、請求人に対し、本件調査に係る調

査結果の説明を行うとともに、所得税等の修正申告並びに消費税等の修正申告

及び期限後申告を勧奨したところ、請求人は、別表 2及び別表 3の各「修正申

告」欄のとおり記載した本件各年分の所得税等の各修正申告書、別表 4の「修

正申告等」欄のとおり記載した平成28年課税期間及び平成29年課税期間の消費

税等の各修正申告書並びに本件平成30年以降各課税期間の消費税等の各期限後

申告書を原処分庁に提出した。

ハ 原処分庁は、令和 5年11月13日付で、請求人に対し、隠蔽又は仮装の事実が認

められるとして、別表 2から別表 4までの各「賦課決定処分」欄のとおり、本件

各年分の所得税等及び本件各課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処

分をした（以下、これらの処分のうち、本件平成30年以降各課税期間の消費税等

に係る重加算税の各賦課決定処分を「本件消費税等各賦課決定処分（平成30年以

降各課税期間）」という。）。

二 請求人は、令和 6年 1月19日、上記ハの各処分のうち、平成28年分の所得税等

及び本件各課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分に不服があると

して、審査請求をした。
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審査請求人 一

ホ 原処分庁は、令和 6年 2月28日、令和 5年11月13日付の平成28年分の所得税等

並びに平成28年課税期間及び平成29年課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦

課決定処分（以下、これらの処分を併せて「本件各当初賦課決定処分」という。）

を取り消し、令和 6年 2月28日付で、別表 2及び別表 4の各「再賦諜決定処分」

欄のとおり、平成28年分の所得税等並びに平成28年課税期間及び平成29年課税期

間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分（以下、これらの処分を併せて

「本件各再賦課決定処分」という。）をした。

なお、本件各再賦課決定処分は、本件各当初賦課決定処分における重加算税の

額といずれも同額とし、処分の理由を一部変更するものであった。

また、本件消費税等各賦課決定処分（平成30年以降各課税期間）に係る各通知

書（以下「本件消費税等各通知書（平成30年以降各課税期間）」という。）に記

載された重加算税に関する処分の理由の要旨は、それぞれ、別紙 2のとおりであ

る（なお、略語等は本文中の例による。）。

ヘ 請求人は、令和 6年 3月18日、本件各再賦課決定処分に不服があるとして、審

査請求をした。

卜 請求人は、令和 6年4月 3日、上記二の審査請求をした処分のうち、本件各当

初賦課決定処分に係る審査請求を取り下げた。

チ 当審判所は、上記卜による取り下げた後の上記二及びへの各審査請求について

併合審理をする。

2 争点

(1)本件消費税等各賦課決定処分（平成30年以降各課税期間）に理由の提示の不備があ

るか否か（争点 1)。

(2)本件平成30年以降各課税期間の消喪税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎とな

るべき事実について、請求人に、通則法第68条第 2項に規定する「隠蔽し、又は仮

装し」に該当する事実があったか否か（争点 2),C 

(3)本件各当初賦課決定処分を取り消し、処分理由を差し替えて本件各再賦課決定処分

をしたことは、違法又は不当か否か（争点 3)。

(4) 本件各再賦課決定処分に係る調査手続に取消事由となるべき違法があるか否か（争

点4)。

3 争点についての主張
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審査請求人 一

(1)争点 1 （本件消費税等各賦課決定処分（平成30年以降各課税期間）に理由の提示の

不備があるか否かe) について

原処分庁 l 請求人
[ “ W ゞ ＾ 母 ， ・心 ＿ ． t ・"’-- - -- --," •9- -畑 ー·ペ ーW —,.-- - -~ --- -~ W • 9 99 " ""  - -- ---

| - - ←’・― 元ゞ一 9~ - -•; --- -- ‘ - - — • 9 ~— 

1成30年以降各課税期間）には、各課税期l各課税期間）には、各課税期間の基準期I
I間の某準期間における不正事実が記載さ ！間における不正事実が記載されているのi
tれているのみで、当該課税期間におけるlみで、当該課税期間における隠蔽又は仮I
l隠蔽又は仮装行為に該当する事実の記載 ！装行為に該当する事実の記載がないからI

請求人は、本件消費税等各通知書（平i 本件消費税等各通知書（平成30年以降

lがないから違法である旨主張する。 違法である。

しかしながら、基準期間の売上金額 なお、原処分庁は、本件消費税等各通l
（課税売上高）が1,000万円を超えて、そ1知書（平成30年以降各課税期間）に所得 i

l9の2年後の課税期間において消費税等の i税等の確定申告書の売上金額を1,000万円 i

I課税事業者になるか否かは、当該課税期 1以下にしていた旨記載しているところ、 i 
間の消費税等の納税義務者に該当するか ！そもそも消費税法第9条の基準期間におl

i否かという課税要件宰実そのものであるlける課税売上高とは、その資産の譲渡等
I 

ことからすれば、基準期間において当該 iの前提となる個々の売上げについて取引 l

1基準期間の売上金額（課税売上高）を隠 1実績に基づき作成された帳簿書類を基に i

！蔽する行為は、その 2年後の課税期間に1算定されるべきものであって、所得税等 ！
Iおいて消費税等の納税義務者に該当する lの確定申告書に記載された売上金額とは l

lか否かという課税要件事実を隠腋又は仮似て非なるものである。したがって、当 I

直する行為にほかならないから、当該隠該確定申告書に虚偽の売上金額を記載し i

l蔽行為に該当する事実が記載されている たとしても，、そのことをもって、課税売 1

本件消費税等各通知書（平成30年以降各 ［上高を隠蔽又は仮装したことにならない ！

課税期間）は、何ら理由付記に欠けると Iから、消費税等の納税義務の有無は左右 ：

ころはない。 lされない。

なお、請求人は、所得税等の確定申告

書に記載された売上金額によって、消費

税等の納税義務の有無は左右されない旨l
主張するが、売上金額を1,000万円以下と く
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審査請求人 一

- - - - . .. .`‘•一9・ •-··-- .... . .一 ·― .. - -T•一 ―-- - - で

原 処分庁 ！ 請求人
t---—• ̂--- ‘、~-·,· -、l、一・・・ --- - - V 、̂ ------- --9 一 9-—i

記載して所得税等の確定申告書を課税庁 i

；に提出することは、課税庁に対し、そのl
！年分（課税期間）において1,000万円以下 ！
l | 
！の売上金額（課税売上高）しかないこ

iと、すなわち自身がその2年後の課税期I
i間において、消費税等の納税義務がない

！こと（免税事業者であること）を表明す

Iるものと評価することができ、実質的に
1消費税等の納税義務を左右するものとい

Iうべきである。
- -..、一・^ ー^9--・  - ` •一 ..~....—上｀ ”ヽ... 一" - -- - - -- - - - --~ -] 
(2)争点 2 （本件平成30年以降各課税期間の消費税等の課税標準等又は税額等の計算の

基礎となるべき事実について、請求人に、通則法第68条第 2項に規定する「隠蔽し、

又は仮装し」に該当する事実があったか否か。）についてl ~・・・----- ⇔ - ^9・~ ~― "ー一・ i ---" ‘- - -

原 処分庁 I 請求人 ！ 
l— - .---、一‘‘‘‘ー •- • • -- --- - - -- -• 一 ・• •• •一←``'".... .- - - -̀‘. .^-··•心ムー•一d

l 以下のとおり、請求人に、通則法第68： 以下のとおり、請求人に、通則法第68; 
I条第 2項に規定する「隠蔽し、又は仮装 i条第 2項に規定する「隠蔽し、又は仮装 l
し」に該当する事実が存在する。 し」に該当する事実は存在しない。 i 

iイ 隠蔽又は仮装行為が存在すること イ 本件消要税等各賦課決定処分（平成 ｛

l 本件各集計表の記載状況及び本件調
査の際の請求人の申述からすれば、請

求人は、本件平成30年以降各課税期間 l
の各基準期間において、真実の売上金tI 
額（課税売上高）を認識していたにも

かかわらず、消費税等の納税義務を免I
れる意図をもって、売上金額（課税売 l

上高）を減額した内容虚偽の本件各集 ：

計表を作成し、これに基づき、当該各 ：

基準期間に対応する平成28年分から令
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30年以降各課税期間）は、本件留意事 I
項に抵触し、隠蔽又は仮装行為は存在

しないこと 1 

（イ）本件事務運営指針は、その課税期l
間の基準期間たる課税期間におけるl
不正事実に連動した事実に起因して i

当該課税期間に係る消費税額が増加I
するときであっても、その増加額に

重加算税を課すべきことにならない

のであるから留意する旨定め、その ；



審査請求人 一

- - ・ • 一 ．• …•- 、~-- - - メ ・- - ― , ....•一 ・・↓

i.----•ー 原処分庁―`~"心- - -［ロロニー／＿蓼＿一人----」
i 和 2年分の所得税等について売上金額 例示として、基準期間における課税 i

： が1,000万円以下であるとする確定申告 売上高が1,000万円を超え、当該課税 i

I 
！ 書を原処分庁に提出することで、本件 期間について課税事業者となること ；

i 平成30年以降各課税期間において自身 I が判明した場合を挙げている。 l 

が免税事業者であるかのように装い、

！ 同課税期間の消費税等の確定申告書

i を、その法定申告期限までに原処分庁I
i に提出しなかったといえる。 i 

I 

Iロ

したがって、請求人は、 自身が消費！

税等の納税義務者に該当するか否かと ！

いう｀課税標準等又は税額等の計算の ！

基礎となるべき事実を隠蔽又は仮装し ト

た上で賢その隠蔽又は仮装したところi

に基づき、本件平成30年以降各課税期 ！

間の消費税等の確定申告書をその法定 i

申告期限までに提出していなかったこI
とから、請求人には、 通則法第68条第1

2項の規定による重加算税が賦課されI
る。

I 
本件消賛税等各賦課決定処分（平成

］ 項に抵触しないこと

I （イ）請求人は、基準期間における隠蔽l

30年以降各課税期間） は、本件留意事

I 又は仮装行為は、その 2年後の課税 I
I 期間について申告義務の有無に影響 ！

I 
！ を与えるだけで、納税額を減少させ ！

i ることにはならないから、本件消費I
： 税等各賦課決定処分（平成30年以降 ！
L __ --・-----------... 一------.、 、・ヽ・ ・ヽ・ • •’"} ̂  
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これは、通則法第68条第 1項本文 i

に規定の「その隠蔽し、又は仮装し ］

たところに基づき」 という点におけ ］

る隠蔽又は仮装行為と申告行為との ］

因果関係が薄いことを理由としたも ！

のであり、 この本件事務運営指針の ；

取扱いには一定の合理性がある。

I すなわち、基準期間における隠蔽 ；

又は仮装行為は、 その 2年後の課税 l

期間について申告義務の有無に影響 ！

を与えるだけで、必ずしも納税額を ！

減少させることにはならないから、

基準期間の不正事実は課税期間の隠I

これに対して、本件消費税等各賦I
課決定処分（平成30年以降各課税期 i

間）は、各課税期間の基準期間にお iI 

蔽又は仮装とは評価できない。

ける不正事実を理由として重加算税I
を賦課するものであるから、本件事I
務運営指針に抵触することは明白で l

あり、請求人に、通則法第ロニ ］

項に規定する 「隠蔽し、

し」に該当する事実は存在しない。

(P)原処分庁は、基準期間の隠蔽又は



審査請求人一•一． ~-一- •- ··

原処分庁 1 請求人― l 
各課税期間）は、本件留意事項に抵 I 仮装行為が課税期間の隠蔽又は仮装 i

触する旨主張する。

しかしながら、 そもそも、本件留

意事項は、基準期間の隠散又は仮装

行為が、客観的にみて課税期間の課 ！

税標準等又は税額等の計算の基礎と i

！ 
なるべき事実の隠蔽又は仮装行為と i

評価できない場合には、重加算税の ［

賦課要件を満たさないことに留意す i

べき旨を定めたものにすぎないと解 i

すべきであり、逆にいえば、本件の i

ように、基準期間における隠蔽又はI
I 

仮装行為が、客観的にみて課税期間 i

の課税標準等又は税額等の計算の基I
礎となるべき事実の隠蔽又は仮装行 ！

為と評価できる場合にまで、 当該課

税期間に重加算税を賦課することを

妨げるものではない。
！ 

(n)請求人は、納税者に不正の意図が i

あったとしても、その時点では、 21 

年後の税額を確定するものは生じて

いないのであり、 その意図が実現す

る保証はない旨主張する。

しかしながら、本件において、請 i

求人の意図するところは、

行為と客観的に評価できれば重加算

その客観的

な評価の軸を「納税者の意図」に求 i

I 
それにより基準期間の不正行為 I

税が賦課できるとして、

め、

と2年後の無申告を因果付けている I
が、いくら納税者にその意図があっ i

2年後 i

の税額を確定するものは生じていな i

たとしても、 その時点では、

いのであり、 その意図が実現する保l
I 

証はないことから、原処分庁の主張 I

は客観性を欠くものである。

その文言どおりに:I
公平性という目的が l

さらに、本件事務運営指針は、

の例示も含め、

むことでこそ、

達せられるものであり、 ここに記載

のない納税者の意図を持ち込むこと

は、公平性が担保できなくなる。

2年後のI
課税期間において消費税等の納税義 ！

務を免れること、すなわち無申告と i

いう不作為であるから、虚偽の本件I
—ヽア ー・マゞマ ― `̀ ‘‘vŝ  ̀ ”̀"‘‘”...ん9.. • 
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口;ロ---― `1----—巴ニ～人------§
各集計表の作成及びこれに基づく所I I 

ノ‘

］ 

得税等の確定申告書の提出により、

ロ 平成28年分集計表について i 

既に請求人の意図は実現している。

平成28年分集計表について

平成28年分集計表は現存しないとこ， （イ）平成28年 1月分以降の本件請求書］

ろ、①同年分の本件請求書の合計金額： が保存されているにもかかわらず、 i 

よりも同年分の所得税等の確定申告書I 平成28年分集計表の保存がなく、保

及び青色申告決算書（一般用）におけ1存されているのは平成29年分以降の ！
同年分の 本件各集計表のみであるし、請求人 ｛る売上金額が少なく、かつ、

・ 及び一に対する本件請求書［ は、自身が作成し保存した集計表を，

の合計金額が同年分の確定申告書等に ： 削除した覚えがなく、かつ、平成28i 

おける売上金額と一致することに加！ 年分集計表のみ削除する必然性もな i

え、②請求人は、本件請求書の合計金1いことからすると、平成28年分集計 1
額よりも申告額が少ない年については 表は作成していなかったと推認すべ 1

(n)原処分庁は、本件調査の際の令和 1

5年 8月31日付及び同年 9月26日付！

いても内容虚偽の集計表が作成されてl の各質問応答記録書（以下「本件各i

I :~:：：：ロニかイ：：:1

集計表を正しく作成していなかった旨

申述している。

以上のことからすれば、 同年分につ

きである。

いたことは優に推認できる。

： れていたと認定する。 ］ 

しかしながら、本件調査担当職員 1

I が本件各質問応答記録書を読み上げl

1 た後、すぐに署名を求められたた］

！ め、記載された文書をじっくり読み：

I 直したわけではないからt本件各質；
味を正しく理解せず作成されたもの定

9 - ]  問応答記録書は、請求人か文書の意

' 、""心 ---••~^ 9 ̂ ”̀ ...、ヽ ・＇ ｀ ・ ヽヽ ヽ^ ―` -一 ｀ 

-1 1 -
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、、．． W~・` - - ^ 9.. 

原処分庁
9 ̂  ̂  ’ ~ ヤ ー 斤が”← ・9ヽヽ 9戸^ 一＾ ‘9 •• ’'へ^^^'iV, ~~ ● ● 、W ．̂ ‘‘"̂ ^ヽ - ャ̂ • .-^" … ~ 

： 

-- - ・̀― て

請 求人·· - •ー・～ふ • •一• ’" 9 - ~^  9 ----- - -1 
である。そして、当時の請求人の真 l

意は、本件各質問応答記録書の内容 I
l 

「事業が軌道に乗り出 ：

して、年間売上金額が1,000万円を超 I

えた時から売上金額を減らして申告 i

それがい ！

はっきりと覚えていませl
パソコンに残っている請求書 ；

申告金 ！

額が少ない年であればその年は正し ！

また、集計表 ・
I 

を正しく作成していないのは見ていI
というのが

I 
(Iヽ ）また、本件各質問応答記録書の内 ！

とは異なり、

するようになりましたが、

つかとは、

ん。

データを確認していただき、

＜申告していません。

ただいたとおりです。」

正しい。

容には次の疑問点があるから、平成

28年分集計表は作成していなかった

と推認すべきである。

A
 
本件各質問応答記録書には、請

求人の 「一年間の売上金額が1,000

,
;
:
|
il

i

i
：ー
ー

万円を超えた時からこのような方

法で売上金額を減らして申告して

し・ヽた」 旨の記載があるところ、

該申述が正しいとすれば、

ばならないが、

原処分庁は何ら質問していない。
ー ，．`‘̀ ｀^ 一`、 ‘`い 9 ~~~ ~ ~•~ 

当

売上金 I
額が1,000万円を超えていた平成261

年分以降の集計表データがなけれ I
！ 

その点について、

-12 -
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審査請求人一

9・・ ．．～ ・ 
請求人

• •--------] 
B 仮に、平成28年分以前も虚偽の ！

集計表を作成していたならば、当！

該集計表をどうしたのかを含めて；

説明していたと考えるのが自然で1

ある。

C 本件各質問応答記録書の「この I

ような方法で」という部分につい ：

ては、請求人は、平成28年分集計

、 "・・-・ "

(3)争点 3

表の作成をはっきりと覚えていな1

い中で記録されたものであることl
から、請求人の回答としては信l
びょう性に欠けるといわざるを得 i

D 原処分庁が平成28年分集計表が ！

； 作成されていたと認定するのであ ’
れば、いつ当該集計表のデータを

、 - •- --] 削除した．竺こ質「竺竺竺．戸二」
（本件各当初賦課決定処分を取り消し、処分理由を差し替えて本件各再賦課

ない。

決定処分をしたことは、違法又は不当か否か。）について

I ――扇 処`ー一分 庁― --―] ~ -/ .--•`―--―人 …―― :^―l
●• <-···•-~一‘- - 999• • ・- - 1 

l 行政手続法第14条第 1項は、不利益処 i 行政手続法第14条第 1項は、不利益処 I
分をする場合には当該不利益処分の理由 ，分をする場合には当該不利益処分の理由 I
を示さなければならない旨規定するもの を示さなければならない旨規定するとこ I
の、それ以上に、処分の取消し・再賦課 ：ろ、これは、当初の処分時において当該 ！

決定処分を制限する法令上の規定はない条文が求める理由を付記すべきことを求 I
！し、理由付記に不備のある処分を取り消 ‘めているものであって、後の再処分にお i

iした後、改めて適法な理由を付記した上 ］いてその理由を示したとしても、当初の I
lで処分を行うことは賦課権の濫用に当た ，～処袋に豆＿ける］□由付記の瑕疵は治癒されl

-13 -
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•9. 「-----••一--·一 ·----—· —- - -
原処分庁 ＇ 請 求人

！らないと解されている（最高裁昭和48年ない。そうすると、敗訴を免れることだ

I 12月14日第二小法廷判決、東京地裁令和 iけを目的として行われた本件各再賦課決 ，

i2年 1月30日判決参照）。 ］定処分は、当初の処分の理由付記の追完 ！

したがって、理由付記の不備の補正の ｛を行うに等しく、いわば上記条文の脱法l
iために処分の取消し・再賦課決定処分を i行為であって、賦課権の濫用といえる。 I 
lすることは、違法又は不当であるとはいf また、審査請求制度は、納税者の権利

iえない。 ｛救済を求める権利を保障したものであっ

I lて、違法な処分を行った原処分庁に是正

I !の機会を与えることを目的とした制度で ＇

Iはない。本件各再賦課決定処分は、 この i

審森請求制度の趣旨を踏みにじるもので 1

あり、不当である。

． したがって、本件各再賦課決定処分は ！

(I4``  （本件各再賦課決定処分に係る調査手続に取消事由となるべき違法があるか

I違法又は不当であるから、その全部が取
l り消されるべきである。

否か。）について

原処分庁 圭
p円

l --~^―り-·、~ ― -―・・" `•—·· - — ^ `~......~.. . ~ ` f ―`‘‘ ― ー~ ～ー一~ ．—-一 ―` ーが一初 ．． 

通則法第74条の11第 5項は、実地の調I本件各再賦課決定処分は、本件調査が
査の結果につき納税義務者から修正申告 l終了した後の再調査に基づきなされたも

書等の提出があった後においても、当該 1のであるところ、通則法第74条の11第 5

職員は、 「新たに得られた情報に照らし ：項は、再調査について、前回調査後に

非違があると認めるとき」は、当該納税 i「新たに得られた情報に照らし非違があ

義務者に対し質問検査等を行うことがで ！ると認めるとき」との要件を付してい

きる旨規定しているところ、同項の規定 ；る。

により制限を受けるのは、納税義務者に ： そうすると、本件各当初賦課決定処分l
対し改めて質問検査等、すなわち、通則Iに係る理由の提示の不備をやり直すため I
法第74条の 9 《納税義務者に対する調査 ：だけの目的で行われた本件各再賦課決定 i

^‘‘ 囀

-14 -
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ー ，
原処分庁 請求人

の事前通知等》第 1項に規定する「質処分に係る「調査」においては、そもそ ：

問、検査又は提示若しくは提出の要求」 ，も新たに得られた情報など存在しないの 1

1を行うことである。 ：で、上記の「調査」は、所定の調査手続

したがって、本件各再賦課決定処分に；に違反してなされたものといえる。

i当たってこれらの行為を行っていない本： したがって、本件各再賦課決定処分に I
I I件においては、通則法第74条の11第 5項＇は取消事由となる違法がある。 ｛ 

決定処分に取消事由となる違法はない。 [- --] 

，の規定の適用はないから、本件各再賦課．

4 当審判所の判断

(1)争点 1 （本件消費税等各賦課決定処分（平成30年以降各課税期間）に理由の提示の

不備があるか否か。）について

イ 法令解釈

行政手続法第14条第 1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名

宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はそ

の権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性

を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申

立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文の規定に基づ

いてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の規定の趣旨に照

らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容

並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の

内容等を総合考慮してこれを決定すべきであり（最高裁平成23年 6月7日第三小

法廷判決・民集65巻4号2081頁参照）、当該処分の理由が、不利益処分の根拠に

ついて、上記の趣旨を充足する程度に具体的に明示するものであれば、同項本文

の要求する理由の提示として不備はないものと解するのが相当である。

ロ 当てはめ

原処分庁が隠蔽又は仮装が存在すると認めた部分に係る本件消費税等各通知書

（平成30年以降各課税期間）の理由の要旨は別紙 2のとおりであるところ、平成

30年課税期間の消費税等に係る基準期間においては、請求人が意図的に特定の売

上先に対する売上金額を除外した所得税等の確定申告をしていた旨、令和元年課
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税期間以降の消晋税等に係る各基準期間においては、請求人が意図的に特定の売

上先に対する売上金額の除外や、売上金額を減額した本件各集計表を作成し、所

得税等の確定申告をしていた旨の記載があり、当初から当該各基準期間の課税売

上高を1,000万円以下にして本件平成30年以降各課税期間において免税事業者であ

るかのように装い、本件平成30年以降各課税期間の消費税等の確定申告書をいず

れも法定申告期限までに原処分庁に提出しなかったものと認められることを、そ

の理由となる事実と共に記載し、それに基づき、通則法第68条の規定により計算

した重加算税を賦課決定することを摘示している。

そうすると、本件消費税等各通知香（平成30年以降各課税期間）の理由の記載

は、なにゆえ隠蔽又は仮装と認められるのかについて、課税の根拠をその基礎と

なる事実関係及び根拠法令を摘示して具体的に説明したものということができる。

したがって、上記理由の記載は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣

意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与

えるという行政手続法第14条第 1項の趣旨に照らしても、同項の要求するものと

して欠けるものではないから、本件消費税等各賦課決定処分（平成30年以降各課

税期間）の理由の提示に不備はない。

ハ 請求人の主張について

（イ）請求人は、上記 3の(1)の「請求人」欄のとおり、本件消費税等各通知書（平

成30年以降各課税期間）は、本件平成30年以降各課税期間の隠蔽又は仮装と評

価される行為や事実の記載がない旨主張する。

しかしながら、上記口のとおり、原処分庁は、当該各通知書において、請求

人が基準期間の売上金額（課税売上高）が1,000万円を超えていることを認識し

ていたにもかかわらず、特定の売上先に対する売上金額の除外や減額をするこ

とで、免税事業者であるかのように装い、法定申告期限までに確定申告書を提

出しなかったと認められることを、その理由となる事実と共に記載し、それに

基づき、通則法第68条の規定により計算した重加算税を賦課決定することを摘

示しており、請求人の主張は採用できない。

(ll) また、請求人は、上記 3の(1)の「請求人」欄のとおり、本件消費税等各通知

書（平成30年以降各課税期間）の理由のうち、所得税等の確定申告書の売上金

額を1,000万円以下にしていた旨の記載については、そもそも消費税法第 9条の

-16 -



審査請求人-

基準期間における課税売上高と所得税等の確定申告書に記載された売上金額と

は異なるものであり、当該申告書に記載された金額によって納税義務の有無は

左右されない旨主張する。

しかしながら、原処分庁は、本件消費税等各通知書（平成30年以降各課税期

間）において、特定の売上先に対する売上金額の除外や減額をすることで、請

求人は当初から当該基準期間の課税売上高を1,000万円以下にして本件各課税期

間において免税事業者であるかのように装っていた事実を記載したものであり、

売上金額を少なく計上した所得税等の確定申告書の提出の事実は、請求人が売

上金額（課税売上商）を意図的に少なく計上していたことを示す事実の一つに

すぎず、当該所得税等の確定申告に係る事実のみを処分の理由としたものでな

いことは明らかである。そして、上記口のとおり、本件消費税等各通知書（平

成30年以降各課税期間）の理由の記載は、行政手続法第14条第 1項本文の処分

の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるとの趣旨を充足している

から、請求人の主張は採用できない。

(2)争点 2 （本件平成30年以降各課税期間の消費税等の課税標準等又は税額等の計算の

基礎となるべき事実について、請求人に、通則法第68条第 2項に規定する「隠蔽し、

又は仮装し」に該当する事実があったか否か。）について

イ 法令解釈

通則法第68条第 1項及び第 2項に規定する重加算税の制度は、納税者が過少申

告をすること又は申告をしないことについて隠蔽、仮装という不正手段を用いて

いた場合に、過少申告加算税又は無申告加算税よりも重い行政上の制裁を科する

ことによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による

適正な徴税の実現を確保しようとするものである。

したがって、重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為又は無申

告行為そのものが隠版、仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告行為又は

無申告行為そのものとは別に、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる

べき事実についての隠蔽、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少

申告行為又は無申告行為がされたことを要するものである（最高裁平成 7年4月

28日第二小法廷判決・民集49巻4号1193頁参照）。

そして、ここでい う事実の隠蔽とは、売上除外、証拠書類の廃棄等、課税要件
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に該当する事実の全部又は一部を隠すことをいうと解するのが相当である。

ロ 認定事実

原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が

認められる。

＇（イ）本件各集計表及び本件各青色申告決算書の売上金額について

A 平成28年分

平成28年分集計表は、本件調査及び当審判所の調査において、その存在が

確認されていない。

そして、別表 1のとおり、平成28年分青色申告決算書の売上金額

ヽ
~ ）と平成28年分に係る本件請求書の合計金額 （ ーヽ‘

、

との差額は3,062,560円であるところ、平成28年分の--に対する売

上金額 12,960円及び-に対する売上金額3,049,600円の合計が

3,062,560円であり、平成28年分青色申告決算書の売上金額と本件請求書の合

計金額の差と一致する。

B 平成29年分から令和4年分まで

上記 1の(3)の口の (n)のとおり、本件各集計表の「売り上げ一覧」には、

特定の取引先ごとの売上金額の各月の金額及び年間の合計金額が記載されて

おり、別表 1のとおり、本件各集計表の年間の合計金額は、いずれも1,000万

円以下であり、かつ、平成29年分から令和 4年分までの青色申告決算書の

「売上（収入）金額」欄の金額と一致している。また、本件各集計表と本件

請求書の各取引先別の売上金額を比較すると、別表 1のとおり、特定の取引

先を本件各集計表に記載せずその年の売上金額に計上していないもの（平成

29年分から令和 4年分まで）、特定の取引先の売上金額を減額して本件各集

計表に計上しているもの（平成30年分から令和 4年分まで）が認められる。

(n)本件各集計表及び本件各青色申告決算書の売上原価及び経費額について

本件各集計表の「仕入れ一覧」及び「経費一覧」には、勘定科目ごとの各月

の金額と年間の合計金額が記載されているところ、当該各合計金額は、平成29

年分から令和 4年分までの青色申告決算書の「仕入金額」及び「経費」の各勘

定科目欄の金額とおおむね一致している。

（ハ）請求人の本件各年分の事業所得の総収入金額及び本件各課税期間の課税売上

-18 -



審査請求人一

高について

請求人の本件各年分の事業所得の総収入金額及び本件各課税期間の課税売上

高は、いずれも1,000万円を超えていた。

ハ検討

（イ）請求人は、本件調査において、平成27年分以前は所得税等及び消袈税等に係

る確定申告を行っていたが、思っていた以上に消費税額が多額であったことか

ら、消費税等の課税事業者にならないようにする目的で、平成28年分以降、売

上金額を1,000万円以下の金額に減額して所得税等の確定申告を行うようになっ

たこと、その方法は、請求人の取引先のうちの一部の取引先に関する請求書

データの金額のみを基に集計表を作成し、場合によっては当該取引先の売上金

額についても減額して、年間の売上金額の合計が1,000万円以下になるように調

整するというものであったこと、上記集計表を基に青色申告決算書と確定申告

書を作成していたことを申述している（以下、当該申述を「請求人申述」とい

う。)。

請求人申述の内容は、以下のとおり、客観的な証拠や客観的な事実経過とも

符合し、その信用性は高いものということができる。

A 本件各集計表と本件各青色申告決算書との整合性について

上記口の（イ）のBで認定した本件各集計表及び本件各青色申告決算書のうち、

平成29年分から令和 4年分に係るものの記載内容は、本件各集計表を利用し

て年間の売上金額が1,000万円以下になるように調整し、これに基づいて各確

定申告書を作成した旨の請求人申述と整合するものである。

B 平成28年分集計表の作成の有無について

上記口の（イ）のAのとおり、平成28年分集計表の存在は確認されていないと

ころ、請求人は、上記 3の(2)の「請求人」欄の口の（イ）のとおり、自身が作

成し保存した集計表を削除した覚えがなく、かつ、平成28年分集計表のみを

削除する必然性もないことなどからすると、請求人は平成28年分集計表を作

成していなかったと推認すべきである旨主張する。

しかしながら、上記口の（イ）のAによれば、平成28年分青色申告決算書の年

間の売上金額の合計金額は1,000万円以下であり、売上げに計上されていない

売上先は‘--及び＇~とが認められるところ、この
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ような特定の売上先に係る売上げを計上しないことによる売上金額を減少さ

せる方法は、上記口の（イ）のBで認定した、平成29年分から令和 4年分までと

同様の手法である。また、上記口の (n)のとおり、本件各集計表には、売上金 ， 

額のみならず仕入金額や各種経費の各月額の記載もあるところ、集計表の作

成をすることなく平成28年分の各月額の集計値を青色申告決算書に記載する

ことは想定し難いから、請求人は平成28年分集計表を作成した上で、売上金

額（課税売上高）が1,000万円以下となるよう売上金額（課税売上高）を調整

したものと認められる。また、請求人は、本件調査の際に、申告金額が（本

件請求書に基づく売上金額よりも）少ない年があれば、少なくともその年以

降は、正しく集計表を作成していなかった旨を申述していることからすれば、

平成28年分集計表が保存されていないことをもって、請求人が平成28年分集

計表を作成していなかったと推認することはできない。

したがって、平成28年分集計表が保存されていないことは、請求人申述の

信用性を減殺する事情にはならないというべきである。

c 請求人申述内容の整合性について

上記 1の(4)のイの(ri)のBのとおり、請求人は、平成28年課税期間の課税売

J:高が1,000万円以下になったとして平成30年課税期間を適用開始課税期間と

する消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しているが、上記ロ

の（Iヽ ）のとおり、請求人の本件各年分の事業所得の総収入金額及び本件各課税

期間の課税売上粛は、いずれも1,000万円を超えていた。

そして、請求人は、別表 2から別表 4までのとおり、平成28年分から令和

2年分までの事業所得の各総収入金額並びに平成28年課税期間及び平成29年

課税期間の各課税売上高は、いずれも1,000万円以下であるとして所得税等及

び消費税等の確定申告をし、平成30年課税期間以降の消費税等の確定申告は

行っていない。これらの事実は、平成30年課税期間以降に消贄税等の課税事

業者にならないようにする目的で、平成28年分以降、売上金額を1,000万円以

下に減額して所得税等の確定申告をした旨の請求人申述の内容と整合するも

のである。

(JJ)上記（イ）によれば、請求人は、本件平成30年以降各課税期間に消費税等の課税

事業者にならないようにする目的で、平成28年分集計表（これが作成されてい
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たと認められることについては、上記（イ）のBのとおりである。）及び本件各集

計表（以下「本件各集計表等」という。）において、特定の取引先に対する売

上げを計上しないなどして売上金額の合計が1,000万円以下になるように調整し

た上で、本件各年分の事業所得の総収入金額を1,000万円以下に減額した所得税

等の各確定申告をしたものと認められる。このような本件各集計表等における

調整は、本件平成30年以降各課税期間の消費税等の納税義務がないかのように

装うものであり、無申告行為そのものとは別の隠蔽又は仮装と評価すべき行為

であると認められる。

したがって、請求人は、本件平成30年以降各課税期間の消黄税等の課税標準

等又は税額等の計算の基礎となるべき事実について、隠蔽又は仮装したものと

認められる。

— 請求人の主張について
（イ）請求人は、上記 3の(2)の「請求人」欄のイのとおり、本件留意事項によれば、

基準期間における隠蔽又は仮装行為は、その 2年後の課税期間について申告義

務の有無に影響を与えるだけで、必ずしも納税額を減少させることにはならな

いから、基準期間の不正事実は課税期間の隠蔽又は仮装とは評価できないとこ

ろ、本件平成30年以降各課税期間の消費税等に係る重加算税は、各課税期間の

基準期間における不正事実を理由として重加算税を賦課するものであるから、

本件事務連営指針に抵触することは明白である旨主張し、さらに、本件事務運

営指針は、その例示も含め、その文言どおりに読むことでこそ、公平性という

目的が達せられる旨主張する。

しかしながら、通則法第68条第 1項及び第 2項に規定する事実の隠蔽とは、

国税の課税標準等又は税額等の計算の基碇となるべき事実の全部又は一部を隠

すことをいうところ、請求人が特定の課税期間の消費税等の納税義務者に該当

するか否かに係る事実、すなわち当該課税期間の基準期間における課税売上高

が1,000万円を超えているか否かは、当該課税期間における課税標準等又は税額

等の計算の基礎となるべき事実に該当する。

そして、本件留意事項は、基準期間の隠蔽又は仮装行為が、客観的にみて課

税期間の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠蔽又は仮装行

為と評価できない場合には、重加算税の賦課要件を満たさないことに留意すべ
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き旨を定めたものにすぎないと解すべきであり、通則法の趣旨を超えて重加算

税を賦課しないことを定めたものとは解されない。

そうすると、上記ハの (n)のとおり、基準期間の課税売上高の隠蔽行為が、課

税期間の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠蔽に該当する

と評価できる本件は、本件留意事項が定める場合とは前提を異にしている。

したがって、請求人の主張は採用できない。

(ll）請求人は、上記 3の(2)の「請求人」欄のイの（ll）のとおり、原処分庁は、基

準期間の隠蔽又は仮装行為を「納税者の意図」を基に認定しているが、その時

点において消費税等の税額を確定するものは生じていないことから、そのよう

な手法は、隠蔽又は仮装行為の認定として客観性を欠くものである旨主張する。

しかしながら、消費税法第 9条は、基準期間における課税売上高が1,000万円

以下である場合に、課税期間の納税義務を免除しているのであるから、基準期

間の課税売上高が1,000万円以下となるように殊更に調整する行為は、特段の事

情がない限り、課税期間における課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべ

き事実の隠蔽又は仮装行為に当たるといえる。そうすると、本件においては、

「納税者の意図」のみを理由に隠蔽又は仮装行為の認定をしているわけではな

いのであるから、原処分庁の詔定手法は、客観性を欠くものではない。

したがって、請求人の主張は採用できない。

(3)争点 3 （本件各当初賦課決定処分を取り消し、処分理由を差し替えて本件各再賦課

決定処分をしたことは、違法又は不当か否か。）について

イ 請求人は、上記 3の(3)の「請求人」欄のとおり、行政手続法第14条第 1項は、

当初の処分時において当該条文が求める理由を付記すべきことを求めているもの

であって、後の再処分においてその理由を示したとしても当初の処分における理

由付記の瑕疵は治癒されないから、本件各再賦課決定処分は賦課権を濫用するも

のであるといえ、また、審査請求は、違法な処分を行った原処分庁に是正の機会

を与えることを目的としたものではないから、本件各再賦課決定処分は、審査請

求制度の趣旨に反するものであり、違法又は不当である旨主張する。

ロ しかしながら、原処分庁が加算税の賦課決定処分を取り消し、再度賦課決定処

分をすることができないとする法令の規定はなく、原処分庁は、適正な課税の確

保の実現を図るため、賦課決定処分等の瑕疵を発見したときは、当該瑕疵が実体
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的なものであれ手続的なものであれ、これを取り消して新たに賦課決定処分をな

し得るものと解すべきである。そして、新たな賦課決定処分の時期については、

賦課決定処分がなし得る法定期限内である限り、当初の賦課決定処分の審査請求

が係属している段階においても、これをなすことが許されるべきものと考えられ

る。

ハ 本件の場合、原処分庁が、本件各当初賦課決定処分に係る通知書に付記された

処分の理由に不備を発見し、本件各当初賦課決定処分を取り消した上で、改めて

適法なものに是正した処分の理由を付記して本件各再賦課決定処分を行ったこと

は、瑕疵ある処分を是正したものであるにすぎず、賦課権の濫用に当たるもので

はない。また、上記口のとおり、審査請求が係属している段階においても、新た

な賦課決定処分をなすことは許されるから、本件各再賦課決定処分を行うことが、

審査請求制度の趣旨に反するとも認められない。

したがって、本件各再賦課決定処分は違法又は不当とは認められず、請求人の

主張は採用できない。

(4)争点4 （本件各再賦課決定処分に係る調査手続に取消事由となるべき違法があるか

否か。）について

請求人は、上記 3の(4)の「請求人」欄のとおり、本件各再賦課決定処分は、通則

法第74条の11第 5項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認める

とき」に該当しないにもかかわらず、所定の調査手続に違反して行われたものであ

るから、本件各再賦課決定処分は違法である旨主張する。

しかしながら、通則法第74条の11第 5項は、実地の調査の結果につき納税義務者

から修正申告書等の提出があった後においても、当該職員は、新たに得られた情報

に照らして非違があると認めるときは、当該納税義務者に対し、質問検査等を行う

ことができる旨規定しているところ、原処分関係資料及び当審判所の調査によって

も、本件各再賦課決定処分に当たって、請求人に対して質問検査等を実施した事実

は認められない。

したがって、本件各再賦課決定処分に係る調査手続に取消事由となるべき違法は

なく、請求人の主張は採用できない。

(5)原処分の適法性について

イ 本件消費税等各賦課決定処分（平成30年以降各課税期間）
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審査請求人 一

上記(1)のとおり、本件消費税等各賦課決定処分（平成30年以降各課税期間）に

理由の提示の不備は認められず、上記（2）のとおり、本件平成30年以降各課税期間

の消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実について、請求

人に、通則法第68条第 2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実が

認められる。

そして、本件平成30年以降各課税期間の消費税等に係る重加算税の額について

は、その計算の基礎となる金額及び計算方法につき請求人は争わず、当審判所に

おいて重加算税の額を計算すると、いずれも本件消費税等各賦課決定処分（平成

30年以降各課税期間）の額と同額となるから、本件消費税等各賦課決定処分（平

成30年以降各課税期間）はいずれも適法である。

ロ 本件各再賦課決定処分

上記(3)のとおり、本件各当初賦課決定処分を取り消し、処分理由を差し替えて

本件各再賦課決定処分をしたことは適法であり、上記(4)のとおり、本件各再賦課

決定処分に係る調査手続に取消事由となるべき違法も認められない。

そして、平成28年分の所得税等並びに平成28年課税期間及び平成29年課税期間

の消費税等に係る重加算税の額については、その計算の基礎となる金額及び計算

方法につき請求人は争わず、当審判所において重加算税の額を計算すると、いず

れも本件各再賦課決定処分の額と同額となるから、本件各再賦課決定処分はいず

れも適法である。

(6)結論

よって、審査請求には理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり

裁決する。

-24 -



審査請求人一

別表 1

本件請求書及び本件各集計表等との比較

本
請

ー

渫

~;::̀ :~~~

,‘ 

令和4•ヤ·---
lば書

・ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

§集計表

・--：青色申告決算苔
（注） 1 令和2年分には、上記のほかに雑収｝·’’~がある．
2 令和4年分には、上記のほかに雑収｝ーぷあ弘

3 太枠部分は、平成28年分の斉色申告決n営の合討額及び本件各集計表から除かれた取引先並びに本件請求苔と本件各集紆表の金額が異なる箇所を示すc
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審査請求人一

別表 2

審査請求に至る経緯（所得税等）

―-. p '’ ▼ - - -- - - 9-- • • - -”ーヘ

年分；項ー～”□～ 区 ←ヽ分へ、 確定申告 修正申告i賦課決定処分 ｛，課:下i処で
— • 9 ~ ~ --←が - - —• ~ — 9 - 9 ， ー、一＋―‘---ぺ.........._._ , ・ ＇に二 日 ：平成29年 3月14日令和 5年10月10日I令和 5年11月13日 ；令和 6年 2月28日

~ ~ ~ ~ ≫ ▲~ 、. ~. . 

i 

i: ]総収入金額
平 1 所 ～••.,
成得 ：所得金額

28一I 
年 l総所得金額
分 '----
i所得税等の
i納付すべき税額
l ・’ ‘ ・ー • • —-·一，

: i董加算税の額
．、・-・-、一、・・・-・--・

（単位：円）

再賦課決定処分 i
、i

9• 一••‘ - ---9-"” ‘’, 9 

＼
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審査請求人一

別表 3

課税の経緯（所得税等）

ーー←rー 一 月三 ：年3申月1:」:こ一三三一申

I平|：：：芦'’口］
！成得、

30 •— 

lい竺
］ ｛所得
1 1納付すべき］ ＇ ． ．ゞ ←”.,,.......へぃ・ • • 9 .....、•ヽヽ•• ::.  • ・-

i 、重加算税
．．．．~． ． ー·~ • 9- - - — 
！ 
! l年
Iヽ

l 

I; 
冗 I
年 1総所得金
分 lL所得税等
納 付すべき税
I 

＇`マ^`ヽ

誼 加

（単位：円）
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-27 -



審査請求人一（別表3の続き）

｀□□□三置•三請求
総収入金額

事

業

所

得

＇ 

令
和

3
年
分

1

令

和

4
年

分

9
9,!

;1

,`i

i::
•9 

.. :
;
~

、
9
？
・‘‘
、n
、
、,

~f
r
→
,i
3
`
:

·
,.
,
.3'
3
隼
．L
r
~

.

.
 

,、

1
9

年

～が ”・ ←`

更 正処

得 金

総所得金
~.... ... .~ ~....~.. 

所得税等

納付すべき税

煎加算税の

~ ・一・・-

年 月

総 所 得

分離長期誤渡

・-
所得税

納付すべ

2令和元年分の所得税等の確定申告期限は、国税通則法第11条（〈災害等による期限の延長》及び国税通則法施行令第3条（〈災害等による
期限の延長》第3項の規定に基づき、令和2年4月30日付の請求人の新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請により、同日まで廷
長された．

3令和2年分の所得税等の確定申告期限は、国税通則法第11条及び国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき、令和3年2月15日付
国税庁告示第3号により、同年4月15日まで延長された。
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審査請求人一別表4

審査観求に至る経緯（消費税等）
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i →一畔呻江宅処分 ・
消し 再賦課決定処分
ー ：ー・．．．ー・•一· ••い～ ←:ベ

2月28

月 日

の取消し

6年 2月28

日 -― -
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|―9 •一ー·9 -- -

重加算税の額
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審査請求人一（別表4の続き）

［ ／  

! I合計納付税額
i巫"’'「一重；｀［：•［9」→90 ”--- •□_二------
（注） 「修正申告等」襴は、平成28年課税期間及び平成29年謀税期間は修正申告を、平成30年課税期間から令和4年課税期間までは期限後申告を

それぞれ示す。

（単位：円）

I再；m決定処分 l
I -3 

.̂.̀̀―-| 、..........口，畑i
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＇^ ー 一^ヽ
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令和 5年11月13日；

無申告
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ヽ

~·· 

ーニー'"~—• 
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審査請求人一

別紙 1

関係法令等

1 消贅税法等

(1)消費税法第2条《定義》第 1項第14号は、基準期間は、個人事業者についてはその

年の前々年をいう旨規定している。

(2) 消費税法第 5条《納税義務者》第 1項は、事業者は、国内において行った課税資産

の譲渡等につき、同法により、消費税を納める義務がある旨規定している。

(3)消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》 （平成28年法律第15号によ

る改正前のもの）第 1項は、事業者のうち、その課税期間に係る甚準期間における

課税売上高が1,000万円以下である者については、同法第 5条第 1項の規定にかかわ

らず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納

める義務を免除する旨規定している。

(4) 国税庁長官発遣の「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて

（事務運営指針）」 （平成12年 7月 3日付課消 2-17ほか 5課共同。以下「本件事

務運営指針」という。）第 2のWの5 《重加算税を課する場合の留意事項》 （以下

「本件留意事項」という。）は、その課税期間の基準期間たる課税期間（前々課税

期間）に係る消費税の増差税額に対して重加算税を課す場合には、その原因たる

前々課税期間の不正事実に連動した (1)及び（2）の事実に起因して当該課税期間に係

る消費税額が増加するときであっても、その増加額に重加算税を課すべきことにな

らないのであるから留意する旨定めており、同 (1)は、当該事実として、基準期間に

おける課税売上高が1,000万円を超え、当該課税期間について課税事業者となること

が判明した場合を掲げている。

2 国税通則法

(1) 国税通則法（以下「通則法」という。）第68条《重加算税〉〉第 1項は、同法第65条

《過少申告加算税》第 1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課

税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮

装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、

当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎

となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35
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の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課す旨規定している。

（2)通則法第68条（令和 4年法律第4号及び令和 5年法律第 3号による改正前のもの。）

第 2項は、同法第66条《無申告加算税》 （令和 4年法律第 4号による改正前のも

の。）第 1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は

税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠

蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又

は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で

定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告

加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に

相当する重加算税を課す旨規定している。

(3)通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第 5項は、同条第 1項の通知をした後又

は第 2項の調査（実地の調査に限る。）の結果につき納税義務者から修正申告書若

しくは期限後申告書の提出があった後においても、当該職員は、新たに得られた情

報に照らし非違があると認めるときは、同法第74条の 2から第74条の 6まで（当該

職員の質問検査権）の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期

限後申告書の提出をした納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる旨規定

している。

3 行政手続法

行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第 1項本文は、行政庁は、不利益処分

をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければな

らない旨規定している。
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別紙2

本件消費税等各賦課決定処分（平成30年以降各課税期間）の理由の要旨

1 あなたが提出した消費税等の確定申告書により納付すべきこととなる消費税等の額に

ついて、後記 2のとおり隠蔽又は仮装の事実が認められましたので、通則法第68条第 2

項の規定により計算した重加算税を賦課決定します。

なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決

定を予知しない期限後申告には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことに

ついて正当な理由があると認められるものはありません。

2 あなたが営むマンションの共用部分等の清掃業の売上金額は、所得税法上の事業所得

の収入金額であるとともに、消費税法上の課税資産の譲渡等の対価の額でもあります。

次の (1)から（4) （令和4年課税期間は(1)から(5)) の各事実から、あなたは、当課税

期間の基準期間において、当初から当課税期間の消費税等の確定申告書を提出しないこ

とを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をすることで、基準期間の

課税売上高を1,000万円以下にして当課税期間において免税事業者であるかのように装

い、法定申告期限までに当課税期間分の消費税等の確定申告書を原処分庁に提出しな

かったものと認められます。・

(1)あなたは、売上金額が1,000万円を超えると消費税等の申告が必要であることを

知っていたこと。

(2) あなたは、自ら請求書を作成し、売上代金の入金確認を行っていて、基準期間の課

税売上高が1,000万円を超えていることを認識していたこと。

(3) あなたは、碁準期間に係る所得税等の確定申告に際して作成した売上金額の集計表

には（平成30年課税期間分には「売上金額の集計表」の記載はない。）、業務を請

け負った複数の取引先のうち、次表の各課税期間に係る「計上済の売上先」欄に記

載の売上先のみの売上金額を計上し、 「未計上の売上先」欄に記載の売上先に対す

る売上金額を意図的に計上しなかったこと。
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未計上の売上先

告書を連年にわたり作成し、提出していたこと。

(5)確定申告に際して作成した売上金額の集計表では、一との年間の売上金額が

1,000万円を超えていたため、一度は計上した・・lに対する売上金額についても意図
的に減算して1,000万円以下の集計表に作成し直し、所得税等の確定申告書を作成し

提出することで、当課税期間においてあたかも消費税等の免税事業者であるかのよ

うに装っていたこと（令和4年課税期間のみ）。
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